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佛
舎
利
（
ぶ
っ
し
ゃ
り
）
入
滅
し
た
お
釈
迦
様
が
荼
毘
に
付
さ
れ
た
際
の
遺
骨
及
び
棺
、
荼
毘

祭
壇
の
灰
塵
を
指
す
。 

「
舎
利
」
は
遺
骨
ま
た
は
遺
体
を
意
味
す
る
○Ｓ
シ
ャ
リ
ー
ラ(śa

rīra
)

の
音
写
（ś

a
rīra

 श
र
ीर

の
本
義
は
単
に
「
肉
体
」
の
意
で
、
死
体
も
指
す
）
設
利
羅 

実
利 

室
利 

身
骨 

八
分
舎
利 

お
釈
迦
様
入
滅
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
統
治
部
族
マ
ッ
ラ
族
は
当
初
佛
舎
利
の
専
有
を
表
明
し
、

佛
教
を
国
教
と
す
る
周
辺
国
と
の
間
に
佛
舎
利
を
巡
っ
て
争
い
が
発
生
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

ド
ロ
ー
ナ
の
采
配
に
よ
り
八
等
分
さ
れ
、
そ
れ
に
、
容
器
と
残
っ
た
灰
を
加
え
て
周
辺
内
外
の

十
ヶ
所
に
奉
安
さ
れ
た
。 

約
二
百
年
の
後
、
敬
虔
な
佛
教
徒
で
あ
っ
た
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
ア
シ
ョ
カ
王
は
イ
ン
ド
統
一
を
果

た
し
た
後
、
全
国
八
ヶ
所
に
奉
安
さ
れ
て
い
た
佛
舎
利
を
発
掘
し
、
周
辺
国
も
含
め
て
八
万
四

千
に
遺
骨
を
分
け
佛
塔
を
建
立
し
た
。 

 

中
国
で
の
佛
教
伝
来 

求
法
僧
が
佛
舎
利
の
奉
納
さ
れ
た
イ
ン
ド
や
タ
イ
に
赴
き
、
佛
舎
利
の
収
め
ら
れ
た
ス
ト
ゥ
ー

パ
（
佛
舎
利
を
納
骨
す
る
円
す
い
形
の
佛
塔
。
卒
塔
婆
）
の
前
で
供
養
し
た
宝
石
類
を
「
佛
舎

利
の
代
替
品
」
と
し
て
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
佛
塔
に
納
め
た
。
こ
の
宝
石
を
佛
舎
利
の
代
用
と

し
て
奉
納
す
る
手
法
は
古
く
か
ら
日
本
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。 

 

日
本
で
の
佛
教
伝
来 

五
三
八
年
（『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
材
帳
』
説
）
ま
た
は
五
五
二
年
（『
日
本
書
紀
』
説
）

に
伝
え
ら
れ
た
と
き
は
、
佛
像
や
経
典
、
幡
蓋
を
伝
え
た
と
記
す
が
、
舎
利
に
つ
い
て
の
記
述

は
な
い
。 

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
推
古
元
年
正
月
十
五
日
（
五
九
三
）
に
「
佛
の
舎
利
を
以
て
、
法
興
寺

の
刹
の
柱
の
礎
の
中
に
置
く
」
と
あ
る
。 

  
 

昭
和
三
十
一
年
、
飛
鳥
寺
周
辺
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
法
興
寺
（
ま
た
は
元
輿
寺
）
の
遺
構
が

現
れ
た
。
そ
し
て
今
は
失
わ
れ
た
佛
塔
の
芯
礎
か
ら
、
木
箱
に
収
め
ら
れ
た
舎
利
容
器
が
発
見

さ
れ
た
。
舎
利
は
推
古
元
年
に
芯
礎
に
安
置
さ
れ
た
が
、
完
成
し
た
佛
塔
は
建
久
七
年
（
一
一

九
六
）
に
落
雷
の
た
め
焼
失
し
た
。
舎
利
は
翌
年
い
っ
た
ん
掘
り
出
さ
れ
、
新
し
い
舎
利
容
器

と
木
箱
に
入
れ
て
、
ふ
た
た
び
芯
礎
部
分
に
埋
め
た
も
の
と
い
う
。 

 

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
推
古
三
十
年
七
月
（
六
二
三
）
新
羅
の
真
平
王
が
佛
像
・
金
塔
・
舎
利

な
ど
を
贈
っ
て
き
た
と
あ
る
。
こ
の
舎
利
は
四
天
王
寺
に
収
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

初
期
佛
教
で
は
佛
法
（
教
え
）
を
貴
び
、
ま
た
イ
ン
ド
の
慣
習
儀
礼
に
基
づ
き
佛
像
を
造
る
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
、
宝
樹
・
菩
提
樹
・
宝
座
・
佛
足
・
転
法
輪
等
が
礼
拝
対
象
と
な
る
。 

 
 

ま
ほ
ろ
ば
塾 
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更
に
佛
舎
利
塔
が
唯
一
具
体
的
な
形
を
持
っ
た
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
日
本
へ
伝

来
し
た
と
き
は
最
初
か
ら
佛
像
が
あ
っ
た
の
で
、
佛
舎
利
と
そ
れ
を
祀
る
佛
塔
は
必
ず
し
も
信

仰
の
中
心
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
鑑
真
が
戒
律
と
と
も
に
佛
舎
利
を
将
来
。 

 

大
同
元
年
（
八
〇
六
）
十
月
に
空
海
が
真
言
密
教
と
と
も
に
佛
舎
利
を
将
来
。 

 

日
本
に
お
い
て
佛
舎
利
信
仰
は
、
佛
塔
だ
け
で
な
く
舎
利
容
器
に
収
め
た
佛
舎
利
塔
を
室
内
で

も
礼
拝
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

佛
舎
利
の
代
替
品 

佛
舎
利
と
は
本
来
、
釈
迦
の
遺
骨
・
遺
灰
・
毛
髪
等
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
佛
舎
利
を
「
真
舎

利
」「
真
身
舎
利
」
と
い
う
。 

し
か
し
真
舎
利
は
入
手
が
困
難
で
あ
り
、
数
も
限
ら
れ
て
く
る

の
で
、
各
国
で
佛
舎
利
の
代
替
品
を
塔
に
納
め
る
よ
う
に
な
る
。 

遺
骨
に
よ
く
似
た
宝
石
や
貴
石
等
を
代
替
品
と
し
た
。 

骨
舎
利 

白 
 

髪
舎
利 

黒 
 

肉
舎
利 

赤 

浄
書
し
た
経
典
を
佛
舎
利
と
み
な
し
て
塔
に
納
め
た
。
こ
の
よ
う
な
例
を
「
法
舎
利
」「
法
身
舎

利
」
と
い
う
。 

法
隆
寺
の
百
万
塔
陀
羅
尼
も
法
舎
利
信
仰
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

覺
王
山
日
泰
寺
の
縁
起 

一
八
九
八
年
に
イ
ン
ド
・
ル
ン
ビ
ニ
近
郊
の
ピ
プ
ラ
ワ
ー
で
イ
ギ
リ
ス
の
駐
在
官
ペ
ッ
ペ
が
ス

ト
ー
パ
ー
を
発
掘
、
そ
の
際
に
発
見
し
た
壺
に
刻
ま
れ
て
い
た
紀
元
以
前
の
文
字
を
解
読
し
た

と
こ
ろ
、
釈
迦
お
よ
び
そ
の
一
族
の
遺
骨
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
た
。
ペ
ッ
ペ
は
英
国
王
室
に

こ
の
佛
舎
利
を
献
上
、
し
か
し
シ
ャ
ム
国
と
日
本
か
ら
の
意
向
に
よ
り
英
国
か
ら
シ
ャ
ム
国

（
現
在
の
タ
イ
王
国
）
に
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
は
シ
ャ
ム
国
王
ラ
ー
マ
五
世
か
ら
日
本
国

民
へ
贈
ら
れ
、
そ
れ
を
納
め
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
の
が
覺
王
山
日
暹
寺
（
現
在
の
覺
王
山
日

泰
寺
）
で
あ
る
。 

 

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
お
釈
迦
様
（
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
ー
タ
）
の
遺
骨
真
舎
利
が
発
見

さ
れ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ｃ
・
ペ

ッ
ペ
に
よ
っ
て
水
晶
製
の
舎
利
容
器
が
発
掘
さ
れ
、
古
代
文
字
の
解

読
の
結
果
、
お
釈
迦
様
の
遺
骨
で
あ
る
こ
と
が
判
明
。 

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
真
舎
利
が
、
英
国
か
ら
シ
ャ
ム
国
（
現
在
の
タ
イ
王
国
）
へ
譲
渡
さ

れ
る
。 

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
真
舎
利
が
シ
ャ
ム
国
ラ
ー
マ
五
世
か
ら
日
本
国
民
へ
贈
ら
れ
る
。 

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
真
舎
利
と
黄
金
の
釈
迦
像
を
奉
安
す
る
た
め
、
覺
王
山
日
暹
寺
と
し

て
創
建
。 

大
正
三
年 

 
 
 

（
一
九
一
四
）
超
宗
派
と
し
て
伽
藍
を
整
備
。 

昭
和
二
十
四
年 

(

一
九
四
九
）
シ
ャ
ム
国
の
タ
イ
王
国
へ
の
改
名
に
合
わ
せ
て
日
泰
寺
に
改
名
す
る
。 


